
代町上水道をご利用の皆様へ  
 

   

物価高騰対策として、町民の皆さんと町内事業所の経済的負担を軽減するため  

水道基本料金の減免を下記のとおり実施します。 

【減免対象者】 

八千代町と給水契約をしているすべてのお客様 

【減免対象期間】 

令和７年１１月請求分から令和８年３月請求分 

 

【手続方法】  

 申込手続きは不要です 

 

【減免内容】 

水道基本料金の５０％を減免 

 

契約口径別の減免額 

口  径 基本料金（月額） 減免額（１か月あたり） 

１３ｍｍ １,９２５円 ９６３円 

２０ｍｍ ２,４７５円 １,２３８円 

２５ｍｍ ３,０８０円 １,５４０円 

４０ｍｍ ４,８４０円 ２,４２０円 

５０ｍｍ ８,９１０円 ４,４５５円 

７５ｍｍ ２０,９００円 １０,４５０円 

※上記金額は、消費税を含んだ額で記載しています。 

［注意事項］ 

◯従量料金・メーター使用料・下水道料金については、減免の対象となりません。 

◯この減免の手続きに関し、役場から電話や訪問をすること、銀行やコンビニの ATMへ誘導

することはありません。 

 

八千代町上水道をご利用の皆様へ 

 

 

  水道基本料金を減免します  

問合わせ先 

八千代町産業建設部 上下水道課上水道係 

TEL ０２９６-４８-２０３７ （平日 8：30～17：00） 


